
災害時における東北電力ネットワーク株式会社所管施設の 

災害応急対策業務に関する協定書 

 

東北電力ネットワーク株式会社（以下「甲」という。），一般社団法人日本建設業連合会

北陸支部（以下「乙」という。）とは，災害時における東北電力ネットワーク株式会社所

管施設等の災害応急対策業務に関し，次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は，地震，大雨，大雪等の異常な自然現象及び予期できない災害等によ

り，甲が管理している施設等のうち主に電気工作物（以下「所管施設」という。）に

おいて被災した場合の応急復旧業務及び応急復旧用資機材の調達（以下「業務」とい

う。）に関し必要な事項を定め，甲と乙が協力して被災施設の早期復旧に資すること

を目的とする。 

 

（業務の実施範囲） 

第２条 業務の実施範囲は，原則として新潟県内において甲の要請する災害発生箇所とす

る。 

 

（業務の内容） 

第３条 乙が協力する業務の内容は，次の各号に掲げるとおりとする。 

  一 被災した所管施設の応急対策業務の遂行に必要な建設機械，資材，技術者及び労

力等の調達及び役務提供 

  二 甲への技術提言 

 

（災害緊急窓口の報告） 

第４条 甲及び乙は，本協定に係る災害時緊急連絡窓口を本協定締結後速やかに相手方に

報告するものとし，当該災害時緊急連絡窓口に変更があった場合には，直ちに相手方

に報告するものとする。 

 

（業務の要請） 

第５条 甲は，所管施設に災害が発生し被害施設の早期復旧を図るために必要と認めると

きには，乙に対し動員できる乙の会員からなる編成表（建設資機材，技術者，労務等），

連絡系統及び動員時間に関する情報の提供を要請することができるものとする。 

また，その際に甲の復旧業務統括者（以下「復旧統括者」という。）を乙に対し通知

するものとする。 

２ 乙は，前項の規定に基づく要請があった場合には，出来る限り速やかに甲に当該情

報を提供するものとする。 

３ 甲は，前項の情報に基づき会員を選定した場合は，乙に通知するとともに，当該会

員に出動を要請することができるものとする。 

 



（業務の実施） 

第６条 乙の会員は，前条第３項に基づく出動要請があったときは，出来る限り速やかに

被災状況を把握し，復旧統括者の指示により，業務を実施するものとする。 

 ２ 会員は，出動後直ちに復旧統括者の指示に従い，現場責任者の氏名及び連絡先，出

動時間及び作業員名簿並びに建設資機材等について復旧統括者に報告するものとす

る。 

 

（契約の締結） 

第７条 復旧統括者は，第５条第３項に基づく要請に応じて出動した乙の会員と遅滞なく

工事請負契約を締結するものとする。 

 

（損害の負担） 

第８条 業務の実施に伴い，甲，乙双方の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼし

たとき，または建設資機材等に損害が生じたときは，乙はその事実の発生後遅滞なく

その状況を書面により甲または復旧統括者に報告し，その処置について，甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

（有効期限） 

第９条 この協定の期間は，協定を締結した日から令和３年３月３１日までの期間とする。

ただし，期間満了の 1ヶ月前までに甲，乙いずれからも書面により何ら申し出のない

時は，引き続き同一条件をもって毎年継続していくものとする。 

 

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項，またはこの協定に疑義が生じたときは，その都度，

甲乙が協議してこれを定めるものとする。 

 

この協定の証として，本書２通を作成し，甲乙が記名捺印の上，それぞれ各１通を保有

するものとする。 

 

令和２年４月１日 

 

甲 宮城県仙台市青葉区本町一丁目７番１号 

            東北電力ネットワーク株式会社 

土木建築部長 酒井 龍一 

 

乙 新潟県新潟市中央区新光町６番地１ 

            一般社団法人日本建設業連合会 

北陸支部長 芦田 徹也 

 

                  ※ＨＰ掲載分については印影を省略する。 


